
議案第７２号 

   市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり市

道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議決を求める。 

  令和６年２月６日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 
 

路  線  名 
 
延  長 

   ｍ 

 
幅 員 

  ｍ 
起   点 終   点 重要な経過地 

Ａ 第 ８ ３ ９ 号 線 82 09 4 00 

さいたま市桜区大字

塚本字東耕地２６番

１２地先 

さいたま市桜区大字

塚本字東耕地２６番

１地先 

 

Ｆ 第 ５ １ ８ 号 線 452 85 10 80 

さいたま市浦和区岸

町七丁目１３８５番

２地先 

さいたま市浦和区岸

町七丁目１番１地先 
 

Ｆ 第 ５ １ ９ 号 線 120 59 5 46 

さいたま市浦和区高

砂三丁目２５番３地

先 

さいたま市浦和区高

砂三丁目１番２地先 
 

Ｆ 第 ５ ２ ０ 号 線 130 74 5 80 

さいたま市浦和区岸

町七丁目１１９番２

地先 

さいたま市浦和区岸

町七丁目１２１番２

地先 

 

Ｆ 第 ５ ２ １ 号 線 32 65 5 80 

さいたま市浦和区岸

町七丁目１２５番８

地先 

さいたま市浦和区岸

町七丁目１２５番２

地先 

 

Ｆ 第 ５ ２ ２ 号 線 74 06 

2 

～ 

3 

73 

 

36 

さいたま市浦和区岸

町七丁目１１１番２

地先 

さいたま市浦和区岸

町七丁目１０８番２

地先 

 

Ｆ 第 ５ ２ ３ 号 線 43 25 

2 

～ 

3 

74 

 

39 

さいたま市浦和区岸

町七丁目１０４番５

地先 

さいたま市浦和区岸

町七丁目１０３番２

地先 

 

Ｆ 第 ５ ２ ４ 号 線 31 06 5 46 

さいたま市浦和区岸

町七丁目９７番２地

先 

さいたま市浦和区岸

町七丁目９６番４地

先 

 

Ｆ 第 ５ ２ ５ 号 線 85 26 5 46 

さいたま市浦和区岸

町七丁目９４番１地

先 

さいたま市浦和区岸

町七丁目９１番１地

先 

 

Ｋ 第 ５ ０ ８ 号 線 63 10 

4 

～ 

6 

00 

 

48 

さいたま市南区大字

広ヶ谷戸字吹通１９

５番１０地先 

さいたま市南区大字

大谷口字向原１７２

９番４地先 

 

第 ７ ９ ２ 号 線 61 04 4 00 

さいたま市中央区円

阿弥四丁目５６８番

７地先 

さいたま市中央区円

阿弥四丁目５６６番

７地先 

 

第 ７ ９ ３ 号 線 364 55 

3 

～ 

5 

83 

 

16 

さいたま市中央区新

中里四丁目１１７２

番２地先 

さいたま市中央区新

中里四丁目１２７５

番地先 

 



路  線  名 
 
延  長 

   ｍ 

 
幅 員 

  ｍ 
起   点 終   点 重要な経過地 

第 ７ ９ ４ 号 線 95 05 

3 

～ 

4 

98 

 

35 

さいたま市中央区鈴

谷九丁目２４６番１

０地先 

さいたま市中央区鈴

谷九丁目２４２番３

地先 

 

第 ７ ９ ５ 号 線 242 44 

3 

～ 

4 

96 

 

10 

さいたま市中央区鈴

谷九丁目３６４番地

先 

さいたま市中央区鈴

谷九丁目２０５番３

地先 

 

１ ２ ９ ５ ４ 号 線 89 31 4 50 

さいたま市北区今羽

町５１４番１２地先 

さいたま市北区今羽

町５１４番６地先 

 

 

３ ２ ９ ７ １ 号 線 158 92 5 15 

さいたま市西区西大

宮一丁目３４番８地

先 

さいたま市西区西大

宮一丁目１９番１７

地先 

 

３ ２ ９ ７ ２ 号 線 86 74 5 15 

さいたま市西区西大

宮一丁目１３番２地

先 

さいたま市西区西大

宮一丁目１４番３地

先 

 

３ ２ ９ ７ ３ 号 線 91 33 5 15 

さいたま市西区西大

宮一丁目３９番１地

先 

さいたま市西区西大

宮一丁目３５番１地

先 

 

４ １ ７ １ ６ 号 線 75 48 5 00 

さいたま市西区大字

水判土字観音脇５０

２番２９地先 

さいたま市西区大字

水判土字観音脇５０

２番１７地先 

 

 


